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研究成果の概要（和文）： 
本研究にいう「コミュニティ自治」とは、世上「自治体内分権」、「都市内分権」、「地域内分権」

などと呼ばれる仕組みであって、合併によって大規模化した自治体を改めていくつかの地域に

区分し、そこにそれぞれ役所の出先やコミュニティ・センターなどを置き、さらに住民代表的

な組織を置く、仕組みである。多くの国々に見出される仕組みであり、日本でも、1960 年代末

以降の「コミュニティ政策」が試みられ始めた時代から独自の形をとって行われ、更に近年「平

成の大合併」のあと急増している。本研究では、国際比較的な観点から現在の日本のコミュニ

ティ自治の特徴を詳細に明らかにし、これをデータベース化して学問的及び政策的に活用でき

るようにすることを目指して基礎的な研究を行った。 
 
研究成果の概要（英文）： 
The “community autonomy” in this research means a system usually called 
inner-municipal decentralization, in which first an area of a city (which has become too 
large to make democracy work well) should be divided into several parts (wards), 
second a branch of the local government or a community center should be established 
in each ward and third a representative organ of the residents should be organized in 
each ward. This kind of system is found in many countries in the world. In Japan as 
many local governments of municipalities have planned and promoted “community 
policy” since 1960s, various programs that can be seen as a kind of inner municipal 
decentralization have been implemented. In this research we focused on the 
characteristic features of Japanese systems of community autonomy, taking into 
account the knowledge we collected from many countries such as Germany, France, 
England, Scotland, United States of America, China, Korea, the Philippines, India and 
so on. Through these works of international comparison as well as the fieldworks in 
many cities in Japan we tried to identify the items which are essential to characterize 
the “community autonomy” system of cities. This research should be a important 
preparing work to build a database on the inner-municipal decentralization. 
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研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・基礎法学 
キーワード：自治体内分権、近隣政府、コミュニティ、コミュニティ政策、住民参加、協働、

地方自治 
 
１．研究開始当初の背景 
1980 年代末から日本のコミュニティ政策に

関心を持っていたが、1993 年から 1995 年ま

でドイツに留学し、彼の地の自治体内分権を

詳細にフィールドワークしたことから、日本

のコミュニティ政策も自治体内分権として

の性格を持っていることに気づき、更に国際

比較的に十分な研究を進めるとともに、1990
年代から新たな様相を示し始めていたコミ

ュニティ政策の諸相を多くの自治体、地域を

フィールドワークすることによって解明し

ようと考え、2002 年度から 6 年間二つの科

学研究費補助金の研究課題を採択され、遂行

してきていた。これを踏まえて、データベー

スの構築を目指すべきではないかとの着想

が生じたが、すぐには網羅的なデータベース

は難しいと判断し、そのための基礎作業をや

りおおせようと考えた。折しも平成の大合併

が推進され、大規模化しすぎた自治体のもと

でコミュニティ政策を更に推進しようと多

くの自治体が自治体内分権的試みを始めて

おり、これらを国際比較的に得られた視点か

ら観察することで、データベース構築の際の

項目や着眼点を得られると考えた。 
 
２．研究の目的 
国際比較的に見ると、コミュニティ政策とし

て行われている日本の自治体内分権は、「協

働」という政策理念が強い点で独特な性格を

持つ。すなわち、コミュニティ・レベルの意

思決定だけではなく、公共サービスをもコミ

ュニティの住民によって行なうことが推進

される点である。この点を勘案して「コミュ

ニティ自治」という概念を立てた。そして本

研究は、各自治体のコミュニティ自治の特徴

を具体的に明らかにするために、着眼すべき

項目（データベースのフィールドとなるべき

項目）を割り出すことを通じて、将来的なデ

ータベース構築の基盤を作ろうとしたもの

である。例えば、各コミュニティにおいて必

要とされる公共サービス（例えば独居高齢者

の見守りなど）を住民自身が行なうために、

各コミュニティに対して一括交付金が与え

られることが多いが、その額はどうか、その

決定方法はどうか、議会の予算の議決が事前

に必要かどうか、使途にどのような限定があ

るか、などである。 
 
３．研究の方法 
この研究課題に先行する二つの研究課題に

おける国際比較的手法を踏襲するとともに、

対象国を増やし、アジアの幾つかの国にも手

を広げるなどの充実を図った。各国ごとに実

績ある担当者を充て、毎年 2 週間程度滞在し

てもらって、資料収集のほか地域における活

動の実態の視察やインタビュー調査など、ナ

マの事実を把握することに努めた。 

この外国調査の成果を、年 2 回の研究会で共

有して国際比較から得られる視点を獲得し

ていき、これを日本の各自治体のコミュニテ

ィ政策の観察に際して適用していった。 

国内においては、2004 年地方自治法改正でで

きた法律上の自治体内分権制度である「地域

自治区」だけではなく、各自治体が独自に条

例を定めたりして行なっている仕組みも対

象とし、広くアンテナを張って、注目すべき

試みをしていると思われる自治体を手分け

して年に数カ所調査した。 

 

４．研究成果 

国際比較の対象を広げたことで、欧米の自治

体内分権と比べて、アジアの幾つかの国の自

治体内分権は日本と類似して「協働」の政策

方向が濃厚であることが判明した。このほか、

日本で現在進行形で進んでいる様々な自治

体のコミュニティ政策を理論的に整理する

枠組を得ることができた。 

国内においては、平成の大合併が一段落して、

益々多くの自治体が自治体内分権的意味合

いを持つコミュニティ政策を手がけるよう

になり、その数が激増していったため、デー

タベースの構築そのものは時期尚早である

としても、そのための着眼点の整理（データ

ベースのフィールドとなるべき項目の洗い

出し）には極めて好都合な状況であった。こ

の機会を捉えて、コミュニティ自治の仕組み

の、自治会・町内会との関係、適正エリア、

権限、法制的根拠、財政的措置などのおおま

かな着眼項目のそれぞれについて、詳細かつ

具体的に論点を整理することができた。 
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